
公     示 
（ 公 聴 会 ） 

  
漁業法第６４条第５項の規定により、公聴会を下記のとおり

開催する。 
  

令和７年５月 １日 
   
                     長崎県南部海区漁業調整委員会  
             （ 公 印 省 略 ） 
                      

記 
 

１．開催日時 令和７年５月１４日（水) 

１５時００分から１５時１０分まで 

         

 

２．開催場所 長崎市尾上町３－１ 
長崎県庁 ３階 ３０７会議室 

 

３．議  題 

 
第１号議案 長崎県南部海区漁場計画の変更（案）につ

いて（諮問） 
      【別紙のとおり】 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
○問い合わせ先 
長崎県部海区漁業調整委員会事務局 
電話番号 095-895-2823 

 
 



 
【別 紙】 

 
 
第 1 号議案 長崎県南部海区漁場計画の変更（案）について
（諮問） 
 

漁場計画 
番号 

漁業種類及び 
漁業の名称 

漁場の位置 備考 

南区計 
第 804 号 

第 1 種藻類養
殖業 

長崎県長崎市深堀町大籠
馬落とし地先 

追加 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


